
 

 

北上地区住民バスの運行について 

協議事項６ 

(1)停留所の位置の変更について 

住民からのニーズを反映するため、「月浜」の停留所の位置を変更し、停留

所名も「月浜・川のビジターセンター前」に変更する。 

また、上記の変更に伴い運行ダイヤの改正を行う。 

(2)停車停留所の追加について 

上り第１便において、住民からのニーズを反映するため、「泉沢」及び「旧

北上小前」停留所を通過停留所から停車停留所に変更する。 

また、上記の変更に伴い運行ダイヤの改正を行う。 

(3)運行ダイヤの変更について 

ミヤコーバスとの接続を良くするため、下り第１便から第３便の出発時刻を

変更する。 

また、下り第５便において、「大須」以降の停留所は電話予約制とする。 

 

根拠法令   道路運送法第４条 

 

運行主体   北上地区住民バス等運行協議会 

 

運行事業者  北上地区住民バス共同運行組合 

（南三陸観光バス株式会社・有限会社松山観光バス） 

 

停 留 所   別紙を参照 

 

時 刻 表   別紙を参照 

 

運行車両   ２６人乗りマイクロバス 

 

実 施 日   令和７年４月１日から 
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北上地区住民バス等運行協議会協議事項について 

令和６年１２月１６日（金）に行われました、北上地区住民バス等運行協議会第３回会議

において、下記のとおり協議決定したのでご報告いたします。 

 

記 

 

【協議事項】 

(1)停留所の位置の変更について 

住民からのニーズを反映するため、「月浜」の停留所の位置を変更し、停留所名も「月

浜・川のビジターセンター前」に変更する。 

また、上記の変更に伴い運行ダイヤの改正を行う。 

(2)停車停留所の追加について 

上り第１便において、住民からのニーズを反映するため、「泉沢」及び「旧北上小前」

停留所を通過停留所から停車停留所に変更する。 

また、上記の変更に伴い運行ダイヤの改正を行う。 

(3)運行ダイヤの変更について 

ミヤコーバスとの接続を良くするため、下り第１便から第３便の出発時刻を変更する。 

また、下り第５便において、「大須」以降の停留所は電話予約制とする。 

 

 

 

上記内容について、全会員から特に異議がなかったことから、協議決定とし、北上地区住

民バス等運行協議会決定事項として公共交通会議へ付議することといたします。 

 

令和６年１２月１６日 

北上地区住民バス等運行協議会事務局 

-6-


